
※20名以上でご参加の方は前日までに事務局へ
　ご連絡ください。

唖078-371-1333
（平日 午前10時～午後４時） ●見学コースに急な階段の昇降があるため、ご高齢の方、障がいのある方等、

　歩行に不安がある方は、ご家族、お友達等ご同伴でのご来場・見学をお願いします。
●小学生以下のお子様は保護者の方とご来場ください。
●小雨決行、強風・大雨等の荒天の場合は中止。
●イベント内容は、当日のイベント進行の都合上等で、変更になる場合があります。

阪神水道企業団尼崎浄水場
尼崎市南塚口町 4丁目 5番65号

◉阪急塚口駅・ＪＲ塚口駅から  徒歩約15分
◉阪急塚口駅から　阪急バス（　番・　番／阪神尼崎行）慰「阪神水道前」下車
　　　　　　　　　阪急バス（　番／JR尼崎（北）行（尾浜経由）慰「阪神水道前」下車
◉阪神尼崎駅から　阪急バス（　番・川西バスターミナル行）慰「阪神水道前」下車
　　　　　　　　　阪急バス（　番・　番／阪急塚口行）慰「阪神水道前」下車

尼崎浄水場
特別開放イベント2012 事務局

阪 神 水 道 企 業 団

お問い合わせ

■現地への交通アクセス
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■ 尼崎浄水場特別開放2012　■ 水道工事をする時の届出　■ クロスコネクションの禁止　■ お知らせ　■ けいじばん

〒660－0051　尼崎市東七松町2丁目4-16　　TEL:06-6489-7402　　FAX:06-6489-7403　　ホームページ http://amasui.org/
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水道だより
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おいしい尼崎の
お水を飲みましょう

Water News AMAGASAKI おいしい尼崎の
お水を飲みましょう

裏面もご覧ください➡※水道局ホームページに「ウォーターニュースあまがさき」のバックナンバーが掲載されています。



けいじばん

●水道の使用開始・中止のお申込み
●お客様名義の変更のお届け
●故障修繕のお申込み

唖06-6375-0002

水道の使用開始・中止など
水道局へのお申込み・お問い合わせは

毎日午前8時45分～午後5時30分まで受け付けています。
※12月29日～1月3日は、受け付けていません。

※上記の時間外・年末年始の緊急時は水道局警備室へ電唖06-6489-7400

水道局電話受付センター

●口座振替・クレジットカード払いの
　手続きについてのお問い合わせ
●水道に関するお問い合わせ

FAXは06-6375-0124です。

ホームページ広告募集
　尼崎市水道局では、ホームページのリニューアルに伴い、
広告欄を設置することにしました。つきましては、
広告掲載をご希望される
方を募集します。
　詳しくは、水道局ホーム
ページをご覧ください。

http://amasui.org/

ここ！

　水道工事は、絶対に水が汚染されることがないよう、法律や条例等に基づいて行う必要があります。このため、尼崎市水道局が指定した「指定給水装置工
事事業者」でなければ水道工事の施工はできません。水道工事を依頼されるときは、「指定給水装置工事事業者」であることを必ず確認してください。

■クロスコネクションとは……
　安全安心な飲用水を供給する水道管
（給水管）に、井戸水や雨水などの他の
配管を違法に接続することをクロスコ
ネクションといいます。
　例えば、右図のように、飲用に適さ
ない井戸水をポンプアップして散水用
とし、ポンプ故障時の予備として水道
管に接続している場合、水道水に井戸
水が混入するおそれがあります。

　水道局では、「水道・工業用水道ビジョ
ンあまがさき」に基づいた漏水調査を実
施しています。調査には職員による調査
や、水道局が委託した業者による調査な
どがあります。皆さまのお宅へお伺いす
ることもありますので、ご
協力をお願いいたしま
す。訪問の際は職員証・
社員証等でご確認くだ
さい。(不審に感じた時
は、水道局へお問い合わ
せください。)

■工事の手順(一例)

■届出が必要な水道工事の種類
新　設
改　造
撤　去

新しく給水装置を設置する工事
既設給水管の口径、位置等を変える工事
不要となった給水装置を撤去する工事水 道 工 事 の 届 出 と 完 成 検 査

見　積 契　約 水道局へ工事申込
（指定業者が行います）

申込時に
納めていただく費用

完成検査
（水道局が行います）

工事金額は、指定給水装置工
事事業者によって異なります。
数社から見積りをとって、ご検
討ください。

工事内容、工事金額等につい
て、指定給水装置工事事業者
に十分に要望を伝え、説明を
受けるなどして、内容確認の
上、契約し
てください
（注：後でト
ラブルが起
きないよう
にご注意く
ださい）。

指定給水装置工事事業者が決
まりましたら、当該業者が水道
局に工事の申込みをします。

給水装置工事申込の際に、手
数料（設計審査・工事検査）と
必要に応じ、分担金、せん孔工
事立会費等を水道局に納めて
いただき
ます。

工事が完了しますと、工事検
査の申込みをしていただき、
現地検査に合格しますと、合
格通知書をお渡しします。

ご注意
水道使用者が正当な理由が無く、給水装置の検査を拒み、または
妨げたときや、指定給水装置工事事業者以外で工事をされた
場合は、水道局では給水契約の申込みをお断りし、または給水を
停止することがあります。

お問い
合わせ

水道工事、指定給水装置工事事業者についてのお問い合わせは、
給水装置課　☎6489-7430までお願いします。
なお、水道工事手続の概要、指定給水装置工事事業者一覧は、
水道局ホームページでもご覧いただけます。

水道の給水管に他の
配管は接続できません

配水管

止水栓

井　戸

ポンプ

クロスコネクションの禁止！

水道工事をするときは、お届けください水道工事をするときは、お届けください

PP

お知らせ

ウォーターニュースあまがさき　第55号●尼崎市水道局

◎不要になった紙類は「燃やすごみ」ではなく紙資源回収へ。資源のリサイクルにご協力を！


